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委員が校舎内を見学している様子 

　このお知らせは、「光が丘第三小学校・光が丘第四小学校統合準備会」の協議内容等について、
保護者や地域の皆さまへお知らせするために発行しています。６月22日（日）午後４時30分から、
光が丘第四小学校の地域交流室にて、統合準備会（第２回）を開催しました。今回は、その協議
内容と統合に向けた交流活動の様子をお知らせします。 

統合新校の大規模改修工事について協議 統合新校の大規模改修工事について協議 統合新校の大規模改修工事について協議 

裏面もご覧ください。 

　統合を契機に、統合新校の位置となる光が丘第四小学校の大規模改修工事を行います。委員全員で校
舎の見学を行った後、事務局から大規模改修工事の概要（素案）について、次のとおり説明がありました。
また、工期や教室の配置などの工事の基本項目については、次回の統合準備会でとりまとめる予定です。 

●大規模改修工事の基本的な考え方 
・統合時に必要となる改修工事を行います。具体的には、
普通教室の改修工事、光が丘第三小学校の特別支援
学級の移設に伴う改修工事、校名・校章の変更に伴
う改修工事などです。 
・今後、小学校として長期間使用するのにふさわしい
内容の改修工事を行います。 
・工期は、統合前年の平成21年７月から22年12月ま
でを予定しており、光が丘第四小学校の運営を続け
ながら改修工事を行います。 
・平日の放課後、土日・祝日、三季休業中を中心に改修工事を行い、騒音、振動、粉じん等については
児童の教育環境に支障のないよう十分に配慮します。 

●大規模改修工事の主な項目 
・校舎については、屋上防水、外壁改修、内装改修、特別支援教室の設置、トイレ改修、普通教室冷房
化、給食室改修、電気設備工事、機械設備工事、外構工事などを行います。 
・体育館については、床改修、外壁改修などを行います。 
・プールについては、水槽改修、プールサイド改修などを行います。 
◆ 特別支援学級の移設に伴う改修工事について、各委員から次のような意見・要望が出されました。 
・１階の特別活動室も特別支援学級の教室として使用させてほしい。 
・作業室として教室のスペースを広げるために、教室と教室の間の壁を撤去してほしい。 
・自転車を収納する倉庫を設置してほしい。また、運動場西側の門を整備してほしい。 
⇒校舎を増築することや耐震上必要な壁を撤去することは困難である。特別活動室については、倉庫等
の利用を想定している。いただいた要望は検討していく。（事務局） 
◆ その他、各委員から主に次のような意見が出されました。 
・光が丘第三小学校と光が丘第四小学校の保護者を対象とした大規模改修工事の説明会を開催してほしい。 
⇒要望があったので、区主催の説明会を開催する。（事務局） 
・ランチルームを移設する必要があるのか、より具体的に説明してほしい。 
・保護者の意見をとりまとめる期間が短いので、もっと時間をとってほしい。 
◆ 今回出されたものを含めて意見をとりまとめ、次回の統合準備会で引き続き協議します。 
 



光が丘第三小学校「三小祭り」での児童の様子 光が丘第四小学校「ハッスル祭」での児童の様子 

閉校に伴う歴史の保存方法について協議 閉校に伴う歴史の保存方法について協議 閉校に伴う歴史の保存方法について協議 

統合に伴う交流活動の様子 統合に伴う交流活動の様子 統合に伴う交流活動の様子 
　光が丘第三小学校と光が丘第四小学校では、児童が円滑に統合を迎えられるように両校合同で交流活
動を実施し、児童の交流を進めています。６月６日（金）の光が丘第三小学校「三小祭り」、６月27日
（金）の光が丘第四小学校「ハッスル祭」では、両校の児童を招待しあい、遊んだりして児童の交流を
深めました。 

◆ 今後も適宜、両校の交流活動の様子をお知らせいたします。 

　光が丘第三小学校と光が丘第四小学校が円滑に統合
するためには、両校が対等の関係で統合する必要があ
ります。そのため、学校の歴史や児童数にかかわらず、
22年３月末に両校をともに閉校し、22年４月、新た
な名称の新たな小学校として開校します。 
　統合準備会では、両校の閉校に伴う歴史の保存方法
について協議しました。まず、過去に統合を実施した
他区の歴史の保存方法（統合記念室や記念碑の設置、
卒業記念作品の取り扱い）について、事務局から説明
がありました。 
◆ 委員から主に次のような意見が出されました。 
・教室は、児童が使用することを優先に考えるべきであり、統合記念室を設置する必要はない。 
・統合対象校ごとではなく、光が丘地区の歴史として８校全ての歴史を区の公共施設などに集めたらど
うか。 
◆ 歴史の保存方法については、次回以降も引き続き協議していきます。 
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日時：７月28日（月）19時00分～ 
場所：光が丘第四小学校 
　　 （１階 地域交流室） 
案件：校舎の改修など 

※傍聴をご希望の方は、直接会場へ

お越しください。 

統合準備会（第３回） 
の開催予定 

統合準備会（第３回） 
の開催予定 

統合準備会事務局 
練馬区教育委員会 学校教育部 新しい学校づくり担当課 
TEL：03-5984-1034　FAX：03-3993-1196 

ホームページアドレス 
http://www.city.nerima.tokyo.jp/gakkou/atarasi/atarasi.html 

※統合準備会の要点記録は、各学校および新しい学校づくり担
当課（区役所本庁舎12階）で閲覧できます。また、新しい学
校づくり担当課のホームページでもご覧になれます。 

※今回の要点記録は、次回の開催日以降に公開します。 


